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集落活動を支える拠点づくり 
～集落活動センターによる集落維持の仕組み～ 

○農地、山林、家屋の共同管理 
○草刈り等共同作業のサポート 
○集落営農の展開 
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集落の支え合い活動の拠点づくり 

旧小学校区単位を想定 

○見守りサービスの実施 
○小規模多機能施設の運営 
（あったかふれあいセンターのサテライト的機能） 
 

①安心・安全サポート 

○食料品等の店舗の運営 
○移動販売・宅配サービスの実施 
○生活交通の運営（有償運送等） 
 

②生活支援サービス 

○道路等行政財産の管理 
○住民票等の交付業務 
○その他行政からの委託業務  

④行政サービス代行 

 
 
○体験・滞在、交流の受入活動 
○移住の相談、受入窓口 

⑤交流・定住サポート 

○自然エネルギーの活用 
○環境モニタリング活動 
○自然保護、環境美化活動 

⑧環境保全活動 

 
○地域資源を活用した加工品 
   等の特産品づくり 

⑦特産品づくり・販売 

③集落活動サポート 
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運営主体：自治組織・ＮＰＯ団体・農協、商工会等の地域団体、民間事業者（病院、建設業等） 

 
 
○農産物、特用林産等の生産 
○遊休農地、森林の活用 

⑥農産物等の生産、販売 

今、中山間地域の集落が直面する課題 

◆高齢化、人口減少により、共同作業等のコミュニティー機能が維持できない。 
◆高齢者等が十分な生活支援や福祉サービス等が受けられない。 

◆若者の地域外への流出により、将来的に地域や産業を担う人材がいない。 

３つの課題を同時に解決するための手段 

集落活動のサポートや福祉や生活面でのサービスの仕組みと、利益を上げる
経済活動の仕組みを組み合わせることで、将来、持続可能な住民主体による
地域運営のシステムの確立を目指す 
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集落活動センター 

３年を目途に仕組みとして確立 

集落活動センターの概要 

今後の取り組み 

・地域でお金が回る仕組み 
・地域で住民が主体となって支え合い、助け合うことができる仕組み 
・地域と行政による役割分担の確立（住民ができること、行政で支援すること） 

雇用の場（地域の若者、地域外からの移住者） 

活動拠点 

集落連携 

 ◆集落活動センター推進事業費補助金 
    ○補助内容： 
    ・センターの設置に向けた初期投資への支援 
     ・センター従事者及び設置に向けた活動従事者の人 
    件費を含む活動費への支援 
   ○補助率：１／２ 
   ○補助上限：初期投資への支援 １０，０００千円 
           ：活動費への支援  １，０００千円/１人当  
            たり) 
   ○補助期間：最長３年間 
 ◆コーディネーターによる支援 
   ・集落活動センターの運営について総合的に助言を行 
   う県のアドバイザー等の導入 
  ◆県庁内における協調的な支援    
   ・生活支援、交通、福祉等の事業の優先採択   

【平成２４年度】 
 ◆事業の先行実施（先進地域１１地区程度でスタート） 
   →様々なパターンのモデル事例の創出  
 ◆集落活動センターの導入に向け地域での話し合い 
   →平成25年度以降に集落活動センターの設置 
 
【平成２５年度以降】 
 ◆支援内容等の見直しを行い、高知県の独自政策として 
  確立 
      ↓ 
  １０年間で県内１３０箇所程度のセンター設置を見込む 
 ◆国への制度提案 


